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令和 6 年度収入支出予算と事業計画について 

平素より当健康保険組合の事業運営に格段のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記につきましては、去る 2月 15日に開催されました第 145回組合会において決定さ

れましたので、ご連絡いたします。 

令和 6 年度予算編成における基礎数値は、令和 5 年度の推移・傾向等を踏まえ、前年度予算

に対し、平均被保険者数は 0.8％の増加、平均標準報酬月額は 1.3％の増加、平均賞与支給額（1

人当り金額）は 6.7％の増加と見込み、保険料収入は 142億 3千 4百万円、前年度予算比 3.1％

（4億 2千 9百万円）の増加を見込みました。 

一方、支出予算の 5 割程を占める保険給付費については、高額な医療費の増加等により、前

年度予算比 2.5％（1億 9千 6百万円）増加の 78億 9千 6百万円を見込みました。 

また、高齢者医療費に係る納付金・支援金については、前々年度精算額のマイナスが大きか

ったことから、後期高齢者支援金が前年度予算比▲0.1％（2百万円）減少、前期高齢者納付金

が前年度予算比▲5.5％（1億 3千 9百万円）減少することとなり、納付金等の総額では、前年

度予算比▲2.4％（1億 4千 1百万円）減少の 57億 2千 8百万円となりました。 

加入者の健康管理事業に係る保健事業費については、前年度予算比 3.4％（3千 2百万円）増

加の 9億 5千 6百万円を予算計上しました。 

これらの結果、一般勘定の収入総額 147 億 7 千 1 百万円に対し、支出総額（予備費除く）は

151億 5千万円となり、3億 7千 9百万円の収入不足が生じることとなりました。この不足分と

予備費計上分（保険給付費の増加や保険料収入の下振れ等による減少の備え）を加えた 5 億 5

千万円については、令和 5 年度決算見込み残より繰越金として組み入れることにより対応する

こととしました。 

これにより、令和 6年度の一般勘定の予算総額は 153億 2千 1百万円となりました。 

なお、保険料率は繰越金の対応により、現行の 100‰を維持することとしました。 

 

介護勘定については、令和 6 年度の介護納付金は、前々年度精算額がマイナス 2 億 3 千万円

となったことから、前年度予算比 1.0％減の 16億 5千 8百万円となる見込みです。一方、令和

6年度の介護保険収入は、介護保険料率 18.0‰を維持することとし、17億 2千 5百万円を見込

みました。 
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● 保険給付事業 

◎ 付加給付事業 

1. 法定給付における自己負担額が更に軽減されるよう、組合独自の保険給付制度である付加給付

事業を次のとおり実施する。 

（1）一部負担還元金 

（2）家族療養費付加金 

（3）合算高額療養費付加金 

また、請求漏れを防止するため、申請方法はターンアラウンド方式とする。 

 

 

◎ 保険給付の適正化に関する事業 

1. 診療報酬明細書（レセプト）の点検事務の強化 

医療給付費は、健康保険組合の支出のうち最も大きな割合を占めるものであり、その増減が組

合財政に与える影響は極めて大きい。このため、レセプト点検事業を強化し、医療給付費の適正

化に努める。 

点検に当たっては、入院に係るレセプト及び前期高齢者納付金に影響を与える 65歳以上の者

に係るレセプトを重点的に行うなど、より効率的に実施する。 

また、疑義が生じた場合は積極的に再審査請求を行うほか、再審査請求で原審どおりとされた

事例であっても、なお疑義がある場合は改めて再々審査請求を行う。 

 

2. 現金給付の適正かつ迅速な処理 

現金給付の適正処理を期すため、次の事項を的確に実施するとともに、加入者からの申請受付

から支給までの標準期間を 14日間と定め、これを遵守するよう迅速な処理に努める。 

（1）傷病手当金及び出産手当金の初回請求分等については、出勤簿及び賃金台帳との照合確認

を行う。 

（2）傷病手当金については、各種年金との併給調整を確実に行うほか、外傷性の傷病の場合は負

傷原因の確認を行う。 

また、レセプト等関係資料との照合確認及び調査等により適正な支給に努める。 

（3）出産育児一時金、家族出産育児一時金については、他の保険者と重複して給付することのな

いよう確認を行う。 

（4）柔道整復師（接骨院・整骨院）に係る療養費については、柔道整復師にかかるときの留意事

項などを広報誌等に掲載し、適正な受診について周知を図る。 

なお、不適正な受診に係る療養費の支給を防止するため、多部位（施術箇所が 3部位以上）

かつ頻回（施術日数が月 15日以上）な施術の場合など、疑義が生じた場合は、照会及び原

因の調査を行う。 

 

3. 業務上の傷病と思われる受診者への負傷原因調査の実施 

健康保険では、業務上や通勤途上における傷病は給付の対象外であるため、レセプト点検及び

柔道整復師（接骨院・整骨院）に係る療養費等により、業務上又は通勤途上の傷病と疑われる場
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合は、加入者に負傷原因の調査を行う。 

 

4. 第三者行為に対する求償権の行使 

交通事故等の第三者行為による傷病に対して健康保険で給付を行ったときは、保険給付の範

囲において被害者に代わり当健康保険組合が損害賠償請求権を代位取得し、加害者に対し求償

権を行使する。 

また、第三者行為による傷病と疑われる場合は、加入者に照会のうえ「第三者行為による傷病

届」の提出を求め、顧問弁護士の意見を確認し確実に求償権を行使する。 

 

 

5. 医療費情報の活用（データヘルス計画対象事業） 

加入者に医療費に対する関心の向上を図ることを目的に、ポータルサイト「MY  HEALTH  WEB」

上の医療費情報を毎月更新し、医療機関及び整骨院・接骨院で受診した受診日や療養に要した医

療費の総額等の情報を通知する。また、社会保険診療報酬支払基金が行う審査により医療費が減

額され、加入者の負担額が 1万円以上過払いとなった場合には、該当者にその旨を通知する。 

また、ポータルサイト「MY  HEALTH  WEB」の登録・活用について周知広報に努める。 

 

6. レセプト情報等の活用（データ分析） 

レセプト（診療報酬明細書）は、加入者の受診状況、医療機関や医薬品に関する情報を知り得

るデータであることから、この情報を分析し、外来における重複・頻回受診者等に対する適正受

診の周知及び是正指導等に活用すると共に、効果的な保健指導を実施するため、各種健診結果と

突合して活用する。更に、各種事業の効果測定及び効果検証、事業計画策定時の疾病傾向分析、

生活習慣病罹患リスク予測等に活用する。 

なお、これらの個人情報の活用には、個人情報保護管理規程等に基づき厳格に行うものとす

る。 

 

7. 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進（データヘルス計画対象事業） 

後発医薬品の使用促進については、医療費の削減策として有効であることから、後発医薬品に

切り替えた場合と従前の医薬品を使用した場合の差額を通知し、後発医薬品の使用を積極的に

進める。 

また、広報誌への掲載及び後発医薬品希望シールの配付をするなど周知を図る。 

なお、「MY  HEALTH  WEB」にて、後発医薬品に切り替えた場合と従前の医薬品を使用した場合

の差額を閲覧することが可能であることから、加入者への「MY  HEALTH  WEB」の登録・活用につい

て周知広報に努める。 

 

 

◎ 財源確保に関する事業 

1. 適用関係諸届の適正な処理 

被保険者資格の取得及び喪失並びに報酬の適正な把握、また被扶養者の認定等は、健康保険組

合の運営を行ううえでの基礎となるものであることから、次の事項を的確に実施する。 
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（1）新規資格取得者及び定年再雇用による再取得者の資格取得年月日及び報酬について確認し、

正確に登録する。 

また、事業主からの届出された届書については、速やかに処理を行い、5 日以内にオンラ

イン資格確認システムへの連携を行う。 

なお、新規資格取得者の届出にあっては、事前点検の活用も含め法令期間遵守等の周知に

努める。 

（2）マイナ保険証の登録および利用促進 

令和 6年 12月以降は、健康保険証の発行が廃止され、マイナ保険証に一本化されること

から、マイナンバーカードの取得及び保険証登録並びにマイナ保険証の利用について、事

業主及び事務担当者へ周知を図り、加入者のマイナ保険証利用率の向上に努める。 

（3）被扶養者の適正な認定 

被扶養者の適正な認定は、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、介護保険納付金の積算

基礎となり、組合財政にも影響することから、被扶養者の資格の再確認（検認）を実施する。 

また、実施に当たっては、マイナンバーによる情報連携を活用し、事務負担の軽減を図る。 

（4）資格喪失後の健康保険証回収の徹底 

資格喪失届等の提出時には、保険証の添付及び保険証の早期返納の徹底を周知する。 

また、資格喪失届等の受付後、1 か月以上保険証が未回収の場合は、事業所及び被保険者

へ保険証の返納催告を行う。 

これにより、資格喪失後受診の防止を図るとともに、資格喪失後受診に掛かる医療費が発

生した場合は、医療費返納の早期回収に取り組む。 

（5）算定基礎届の適正な処理 

算定基礎届に係る標準報酬月額の算定に関しては、賃金台帳又は給与支払明細書等により、

届出内容の確認を行う。また、同時に被保険者資格取得届、資格喪失届、月額変更届及び賞

与支払届の届出漏れについても確認を行う。 

届出方法については、事業所の負担を軽減するため、原則、すべて郵送及び電子申請によ

る届出とする。なお、届出内容に疑義が生じた場合等については、調査確認のために、来館

等による確認の協力を求める。 

また、適正に届け出ていただくための参考書「算定基礎届・月額変更届の手引き」を全加

入事業所に配付する。 

 

2. 保険料の納期内納付の徹底及び徴収の強化 

保険料収入は、健康保険組合の運営の根幹を成しているものであり、納付が遅延し、事業の実

施に支障をきたすことのないよう、口座振替の推進に努める。 

また、納期を経過したにもかかわらず未納となっている事業所に対しては、速やかに連絡を取

るなど積極的な対策を講じ、かつ的確な対応に努める。 

なお、滞納事業所に対しては、事業主への来館要請又は事業所を訪問するなどきめ細かく催告

を行い、小切手等による納付受託又は納付計画等を作成させ、納付の履行を促し年度内の収納に

努める。 

 

3. 適用事業所の加入勧奨 

当健康保険組合の被保険者数の増加を図るため、既に加入している事業所の関連会社等の情



- 4 - 

 

報収集を行うなど、加入勧奨に努める。 

なお、当健康保険組合への加入に関する照会のあった事業所については、当健康保険組合の事

業状況に関する資料を送付するほか、説明を行う。 

 

 

● 保健事業・福祉事業 

保健事業・福祉事業は、保険者機能を発揮し得る唯一の機能であり、健康保険組合の存在意義、存

続のための最も重要な事業であることから、常に事業内容の点検と見直しが求められる。   

そうした観点から、令和 5年度にはこれまでの健診事業の課題等を整理し、必要な者に必要な健診

を提供するため、国の推奨年齢に応じたがん検診を基本項目に組み入れて健診内容、対象者を明確化

するとともに、被扶養者健診の無料化や受診期間の通年拡大など、受診率の向上及び疾病の早期発見

を目指した内容に健診体系の再構築を行った。 

今年度は新健診制度に移行し 2年目となることから、受診率の維持・向上を目指し、引き続き丁寧

に、きめ細かく事業を行っていくこととする。 

また、今年度は第 3期データヘルス計画（全 6年）の初年度となることから、各課題を整理し計画

達成に向けた積極的な事業展開を図ることとする。 

(注) データヘルス計画とは、医療情報（レセプト）や健診結果の情報等のデータ分析に基づいて、

現状を把握し、健康課題を抽出して課題解決に向け、保健事業に関する計画を PDCA サイクルで実施

する取組み。 

 

 

◎特定健診・特定保健指導事業 

1. 特定健診及び特定保健指導（データヘルス計画対象事業） 

特定健診・特定保健指導は、40歳以上の加入者に対し実施することが法令により義務付けられて

いることから、40歳以上の加入者に対し、次のとおり実施する。 

（1）特定健診 

40歳以上の加入者（被扶養者を含む）については、生活習慣病（フルパック）健診及び人間ド

ックに特定健診の検査項目を包含して実施する。 

    目標受診率  79.5％  

 

（2）特定保健指導 

健診の結果、メタボリックシンドロームの該当者及びその予備群（メタボリックシンドローム

に移行する恐れのある者）と判定された者については、特定保健指導を実施する。特定保健指導

の実施に当たっては、対象者自らが立案する生活習慣の改善を図るための行動計画及び行動目標

の作成を支援するとともに、行動目標を達成できるように健診結果・レセプト情報等から個々人

に合った数値の改善及び生活習慣病の予防の取組みを指導・支援する。 

保健指導の実施に当たっては、事業所担当者がいつでも入力できる面接予約システムやテレビ

電話方式での面接、LINE による継続支援など、積極的に ICT の活用を図り、効率的に行う。ま
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た、健診会場又は事業所に出向いて行う個別面接等についても適宜実施するほか、外部指導機関

を活用することにより実施率の向上を図る。 

    目標実施率  37.0％   

 

 

◎ 疾病予防に関する事業 

人が生涯にわたり、生活の質の維持と向上を図り、健やかに過ごすためには、健康であること

が何よりも大切である。 

そのため、加入者に対して広く健康診断を実施し、今ある身体状況について把握する機会を提

供する。また、健康診断の受診率向上のため、未受診被保険者に対しては、その情報を事業主に

提供し、事業主等による受診勧奨を推進する。未受診被扶養者に対しては、圧着ハガキ等で自宅

近くの健診機関を案内する等、きめ細やかな受診勧奨を行う。 

なお、事業全体を通して、健診結果に基づき生活習慣を改善する必要がある者や早期治療を必

要とする者などに対して保健指導を実施する。 

1. 生活習慣病予防対策（データヘルス計画対象事業） 

 （1）健診事業 

  ① 被保険者の一般健診（40歳未満） 

   病気の予防には、若いうちから健康管理に対する意識付けが重要であることから、40 歳未満

の全被保険者を対象に、一般健診を実施する。また実施方法は、事業所巡回及び集合方式による

健診、並びに直接契約及び委託契約健診機関での個別健康診断とする。なお、35歳から 39歳の

希望者は、有料オプション検査として胃がん検診を追加できるものとする。（オプション料金：

バリウム検査 3,000円、内視鏡検査 5,000円） 

    目標受診率  87.3％  

② 被保険者の生活習慣病（フルパック）健診（40歳以上） 

食生活をはじめとする社会環境の変化と加入者年齢構成の高齢化に伴い、生活習慣病に罹患す

る人の割合が大きくなっているため、40 歳以上の被保険者には 5 大がん検診を基本項目とした

生活習慣病（フルパック）健診を実施する。 

なお、基本項目とする胃の検査はバリウム検査とし、内視鏡検査を選択する場合は選択料

（5,000円）を徴収する。 

    目標受診率  87.3％ 

③ 被扶養者の一般健診（40歳未満） 

被扶養者については、職場等での健康管理に関する啓発機会がなく、健診受診の意識がうすい

ため、若いうちから、健診受診の習慣を身につけてもらうように働きかけていくことが重要であ

ることから、20歳以上の被扶養者を対象に、被保険者と同じ一般健診を実施する。 

但し、対象者の範囲は以下のとおりとする。 

20歳～29歳：被扶養配偶者 
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30歳～39歳：全被扶養者 

また、健診の一部負担金は無料とし、実施に当たっては、案内を対象者へ直接送付するほか、

広報誌及びホームページ等で周知する。 

    目標受診率  33％ 

④ 被扶養者の生活習慣病（フルパック）健診 

40歳以上の被扶養者には、5大がん検診を基本項目とした生活習慣病（フルパック）健診を実

施する。一部負担金は無料とし、実施に当たっては、案内を対象者へ直接送付するほか、広報誌

及びホームページ等で周知する。 

    目標受診率  45％ 

 

（2）保健指導事業 

   前記（1）の健診結果に基づき、予防対策が必要な者に対して、生活習慣の改善のための保健

指導を実施する。また、治療が必要な者に対して治療勧奨を実施する。 

保健指導の方法は、ICTを活用して行うテレビ電話方式での面接を積極的に実施するほか、健

診会場又は事業所に出向いて行う個別面接及び健保会館に招集して行う個別面接も実施する。ま

た、面談が出来ない者に対しては、文書などにより支援を行う。 

 

2.  人間ドック補助（データヘルス計画対象事業） 

健診体系の見直しによって、フルパック健診は基本項目に 5 大がん検診を組み入れているこ

とから、人間ドック相当の検査内容となっている。そのため、当健保ではフルパック健診の受診

を推奨していくこととするが、35 歳以上の被保険者で希望する者には人間ドック受診を認める

こととし、人間ドック受診者に費用の一部(15,000円)を補助する。 

 

3.  歯科健診（データヘルス計画対象事業） 

   歯の健康は、生活の質・健やかな日常に与える影響が大きく、また医学的知見として全身の身

体疾病との関連も明らかになってきていることから、歯科疾患予防のため、歯科健診の受診機会

を提供する。 

健診の実施については全国 1,700の歯科医院をネットワークする事業者に委託して行う。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針 2023（骨太の方針）」において「生涯を通じた歯科健

診」＝「国民皆歯科健診」の取組を推進することとされたことから、40歳の区切り年齢の者に対

し歯科健診の案内を行い、歯周病の予防および口腔内の健康維持の契機としてもらう。 

 

4.  Ｈ・ピロリ菌郵送検査（データヘルス計画対象事業） 

Ｈ・ピロリ菌は、胃がんの原因になることが明らかになっていることから、検査の機会を提供

するため、20歳からの 5歳刻み年齢の希望する者に対して受診機会を提供する。 

 

5.  インフルエンザ予防接種補助（データヘルス計画対象事業） 

    インフルエンザの予防は、アルコール消毒、うがい、手洗いが基本であるが、ワクチン接種
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は、重篤化を避け、健康被害を最小限にとどめることに有効である。そのため、インフルエン

ザ予防ワクチン接種に掛かる費用の一部(1,000円)を助成する。 

なお、個人接種に係る補助金申請は、ＭＨＷからの申請とする。 

※ＭＨＷ（MY HEALTH WEB）とは健保と加入者を結ぶポータルサイトの名称 

 

6.  糖尿病重症化予防対策事業（データヘルス計画対象事業） 

糖尿病は、病状によって医療費に大きな差が生じ、特に入院治療を必要とする状況となった際

には、医療費は高額となる。罹患者本人にとっての身体的負担の軽減及び療費適正化の観点から、

糖尿病重症化予防は必要不可欠な対策である。そのため、糖尿病領域（健診結果 HbA1c 6.5 以

上）にあるにも関わらず、医療機関で受診していない未治療者に文書による受診勧奨を行い、そ

の後の受診状況を確認して、重症化予防を講じる。 

 

7. 高血圧重症化予防対策事業（データヘルス計画対象事業） 

当健康保険組合は、高血圧に起因する脳血管疾患・心疾患の入院医療費が他の健保組合と比較

して高額となっており、また健康スコアリングレポートにおいて 4年連続して高血圧のリスク保

有者率が高いことが指摘されていることから、高血圧重症化予防の取組みが重要となっている。 

このため、脳血管疾患・心疾患のリスクが高い高血圧（収縮期血圧が 160mmHg以上または拡張

期血圧が 100mmHg以上）であるにも関わらず、医療機関で受診していない未治療者に文書による

受診勧奨を行い、その後の受診状況を確認して、重症化予防を講じる。 

 

8. メタボリックシンドローム予備群（40歳未満）対策事業 

当健康保険組合は、40 歳になる前に肥満になり、特定健康診査の対象年齢（40 歳）到達時点

で既にメタボリックシンドローム状態となっている者が多いため、それが特定保健指導の対象者

を増加させ、実施率を低下させる要因となっている。 

そのため、体格指数（ＢＭＩ）が 24.5 を超えている 30 歳以上 40 歳未満の者を対象に、現在

の肥満状況とすぐに取り組みができる生活改善内容を通知し、その後の体格指数（ＢＭＩ）の推

移等を分析し、今後の予防対策に活用する。 

 

9. 心の健康対策（メンタルヘルスケア）（データヘルス計画対象事業） 

景気の動向や社会情勢を背景に、仕事や職場環境、職業生活に関する強い不安や悩み、また

家庭での出来事によりストレスを感じている人が多くなってきている。 

ストレス等精神的なことに起因する病気を予防する方法の一つとして、専門的な知識を有す

る者に相談することが挙げられる。そのため、いつでも電話相談やウェブ相談、また面接相談

ができるようにするため、専門機関に委託し、相談体制を整える。 

また専門機関は、事業主等の管理者側からの相談窓口としても活用できるようにする。 

 

10. 疾病予防教室（データヘルス計画対象事業） 

健康及び疾病予防に関するテーマを設定した健康セミナーを、年２回、直営保養所「みやぎの」

において、保健指導員と現地スタッフとの共同企画として開催する。 

 

11. 健康教育ＤＶＤ教材貸出し事業 
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運動、喫煙、歯科、高血圧、糖尿病、熱中症などの健康教育教材（ＤＶＤ動画）について事業

所で行う研修会、勉強会などに貸出しを行い、健康づくりに関連する知識の向上を図る。 

◎ 健康教育・健康相談に関する事業 

1. 健康相談の実施 

加入者が、病気、禁煙等の相談ができるよう、対面、電話及びＩＣＴ等で当健康保険組合の保

健指導員による健康相談を実施する。 

 

2. 広報誌「家具けんぽ」の発行（データヘルス計画対象事業） 

加入者に対し、予算・決算の状況や最新の組合情報、また、各種事業の実施案内及び実績結果

等をお知らせするため、広報誌を作成し事業所経由で配付する。 

なお、健診事業のお知らせ等、加入者個人への情報周知が必要となるものについては自宅へ直

接送付する。 

 

3. 研修等の支援（データヘルス計画対象事業） 

健康の保持・増進は、生活習慣に着目した日頃からの運動習慣、食習慣、喫煙、飲酒などとい

った健康管理について、一人ひとりが関心を持つことが大切であることから、事業所の新入社員

研修を支援するため動画配信を行う。 

なお、事業所が行う健康イベントに際しては、要望に応じて、血管年齢測定、骨密度測定、内

臓脂肪量測定、肺年齢測定、老化測定など各種医療機器も活用し、健康づくり意識の醸成の支援

を行う。 

 

4. 健康保険委員会の開催（データヘルス計画対象事業） 

健康保険委員会を開催し、健康保険委員に、委員の活動に必要な情報や資料を提供するほか、

組合状況の報告や各種事業の実施案内等について情報提供し、加入者への事業協力及び周知を依

頼する。また、健康に関する専門家による講演等を行う。 

なお、委員会の開催にあたっては、遠隔地等の委員も参加できるように、オンラインでの参加

方式も併用して開催する。また、健康保険委員の未設置事業所に対しては、趣旨等を説明し委員

の設置を依頼する。 

5. ホームページの充実（データヘルス計画対象事業） 

   健康保険組合の概要や諸手続きの方法等や最新の組合情報及び事業内容等を加入者に分かり

やすく伝えるため、掲載内容の充実に努める。 

また、健康保険組合の概要や諸手続きの方法等をまとめた「健康保険ガイドブック」を、ホー

ムページに、デジタルブックとして掲載する。 

 

6. 健康企業宣言事業所に対する支援事業（データヘルス計画対象事業） 

   「健康企業宣言」を行い健康経営に取り組む事業所に対して、健康教室や健康づくりイベント

の講演に際して講師派遣料の補助を行うとともに、健康情報（チラシやリーフレット等のコン

テンツ）を提供し、さらに、禁煙治療プログラムを完了した者に対しては、要した診療費総額

の 9割相当額の補助を行う。 

なお、健康づくりイベントの開催に際しては、血管年齢測定、骨密度測定、内臓脂肪量測定、
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肺年齢測定、老化測定など各種医療機器も活用し、健康づくり意識の醸成を行う。 

 

7. 健康経営通信等の送付（健康経営の推進）（データヘルス計画対象事業） 

経済産業省が推奨する、企業による従業員の健康管理・健康づくりの推進は、単に医療費と

いう経費削減のみならず、生産性の向上、従業員の創造性の向上、企業イメージの向上等の効

果が得られ、かつ、企業におけるリスクマネジメントとして重要と言われている。 

そこで、企業ごとに現状を把握していただき、健康経営を目指す企業の一助となるよう、当

健康保険組合が所有する各種データ（医療費及び健診結果等）を活用し、事業所ごとの健康経

営通信を作成し、年 1回発行する。 

なお、健康経営通信は、今年度より視覚的に訴求する内容に大幅なレイアウト変更を行う。 

また、レセプト情報、特定健診等情報データベース（NDB）をもとに作成される、事業所別「健

康スコアリングレポート」（加入者の健康状態や医療費、予防・健康づくりへの取組状況等につ

いて、事業所毎に全国平均や組合平均と比較してその事業所の立ち位置を見える化したもの）

については、事業所と共有し、コラボヘルスを推進する。 

◎ 健康づくりに関する事業 

 当健康保険組合が保有する保養施設及び安価な利用が可能となる全国展開のスポーツジムの活用

促進等により、加入者の健康の保持・増進を図るための事業を実施する。 

 

1. 直営保養所の運営（データヘルス計画対象事業） 

神奈川県箱根町に所有する直営保養所「みやぎの」の運営は、利用者の拡大を目的として、令

和 5年度より、加入者に同行する「祖父母・父母・配偶者・子・子の配偶者・孫」の利用料金を

加入者と同額と改定したこと等により、利用者拡大の効果が見られたことから、引き続き広報活

動を行い、一層の利用促進を図る。また、今後は、加入者の申込みの利便性を図ることを目的に

予約システムの導入を検討する。 

なお、令和 5年度から実施している屋根と外壁の葺き替え修繕工事については、令和 6年 7月

に完了する見込みであるが、他の設備等についても利用者の安全性を確保するために適宜点検

を行い、快適に過ごせる環境維持に努める。 

 

2. 事業所対抗野球大会の開催（データヘルス計画対象事業） 

   加入者の健康促進・体力づくりの場として、また職場の同僚とのコミュニケーションを図る場

となるよう事業所対抗野球大会を開催する。 

 

3. レクリエーション事業の実施（データヘルス計画対象事業） 

   加入者に対し、保健事業全体に関心を持ってもらうきっかけ作りと健康づくりの機会とするた

め、魅力のある事業内容や開催場所を選定する。その第一歩としてウォーキングの機会を設け、

運動習慣の定着につながるよう実施する。また、気軽に参加できるＷＥＢによるウォーキング大

会を実施する。 

 

4. スポーツクラブの利用促進（データヘルス計画対象事業） 
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運動不足の解消及び体力強化を目的に、スポーツクラブ（ルネサンス）と法人契約を継続し、

全国にある施設等を利用することにより健康増進及び体力強化の意識を高める。 

5. 契約保養所の利用 

   全国にある契約施設と引き続き特別会員契約を締結し、割引料金で利用できるようにする。 

 

6. 東京都総合組合保健施設振興協会等が実施する共同事業への参加 

東京都総合組合保健施設振興協会等が実施する健康維持・増進等のための共同事業をホーム

ページ等で広報し、加入者の参加を促す。 

〇東京都総合組合保健施設振興協会 

【主な実施事業】 

・脳検査事業・保養所共同利用事業・会場を設置し、血管年齢や骨密度測定等を行う健康フェス

ティバルの開催・一日介護、健康講座の開催等 

 

〇全国社会保険共済会 

【主な実施事業】 

・子育て支援事業・いきいき終活セミナー事業・葬祭サービス事業等 

 

7. 診療所の廃止 

  健保会館移転により、診療所スペースの確保が困難なことから廃止とする。 

 

8. ＭＨＷ登録率対策 

今後、健保組合の事業（医療費通知、ジェネリック差額通知、健診結果の参照をはじめ、各種

通知、疾病教室の申込み、インフルエンザ予防接種補助金申請等）は MY HEALTH WEBに切り替え

ていくこととしており、ＭＨＷ登録率の向上が、必要不可欠となる。 

このため、新規加入時の登録の徹底を行う他、登録促進対策としてのインセンティブ制度等に

ついて検討する。 

 

9. オンライン資格確認等システムへの特定健康診査情報の月次登録 

 特定健康診査の受診者について、受診者自身がマイナポータルにて参照できるよう、月次で組

合に到着した健診結果を社会保険診療報酬支払基金へ登録する。 

 

以上が令和 6 年度の事業実施計画となりますが、健康保険組合は、将来に亘り安定的かつ健全な

事業運営が求められています。 

このため、事業の実施に当たっては、加入者のニーズに的確に応えるため、事業主代表、被保険

者代表、組合事務局代表で構成される事業検討委員会で十分な検討を行い、検討結果を理事会に報

告し事業運営に反映してまいります。 

また、事務局においては、個人情報保護の徹底を図るとともに、より一層の経費削減、自己研鑽

に努めます。 

なお、事業所への各種通知等においては、誤送付の防止及び郵送料の削減を目的に、電子配信シ

ステムを活用します。 



【健康保険】
基礎数値

平 均 被 保 険 者 数 27,900 名

平 均 標 準 報 酬 月 額 354,000 円

賞 与 支 給 率 2.57 ヶ月

備考

備考

【介護保険】
基礎数値

平 均 被 保 険 者 数 16,650 名

平 均 標 準 報 酬 月 額 393,200 円

賞 与 支 給 率 2.64 ヶ月

備考

備考

令和6年度　収入支出予算概要表

保 健 事 業 費

保 険 料

国 庫 負 担 金

合　　　計

そ の 他 の 収 入

財政調整事業交付金

国 庫 補 助 金

繰 入 金

繰 越 金

調 整 保 険 料

科目 予算額

15,320,956

161,682

14,234,364

3,135

40,000

550,000

合　　　計

予 備 費

そ の 他 の 支 出

財政調整事業拠出金

営 繕 費

287,138

予算額

132,641

187,769

5,790

合　　　計

予 備 費

雑 支 出

還 付 金

介 護 納 付 金

1,844,071

186,290

50

100

1,657,631

科目 予算額

予算額

1,844,071

3雑 収 入

繰 越 金

保 険 料

科目

合　　　計

15,320,956

171,154

出 産 育 児 交 付 金 5,575

118,769

1,725,299

8,879

187,769

87,200

955,627

5,727,532納 付 金

保 険 給 付 費

事 務 費

科目

7,895,657


